別記様式第2号(第6条関係)

職員駐車場利用許可決定通知書

年　　月　　日
　施設管理者




　　　年　　月　　日付で申込みのありました職員駐車場の利用については、美唄市病院事業職員の通勤用自動車の駐車に関する規程第6条の規定により、下記のとおり決定したので通知します。

記

　1　許可する自動車
	製造会社名
	

	車　　　名
	

	車体の色
	

	登録番号
	



2　利用許可の期間
[bookmark: _GoBack]　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
（美唄市病院事業職員の通勤用自動車の駐車に関する規定第8条の規定により、許可期間
満了までに利用中止の意思表示がない場合は、許可期間を1年間更新し、以後同様としま
す。）

3　利用条件
　　(1)駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
　　(2)施設内においては、歩行者等に注意し、徐行すること。
　　(3)施設で行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと　　(4)駐車に伴う事故及び破損については、市立美唄病院はその責を負わない　　　
こと。
　　(5)駐車の利用を中止又は変更する場合は、施設管理者に届け出ること。
